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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第144期
第１四半期
連結累計期間

第145期
第１四半期
連結累計期間

第144期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 27,649 31,121 127,581

経常利益（百万円） 2,426 2,982 8,317

四半期（当期）純利益（百万円） 1,699 1,976 5,303

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
1,093 4,130 9,571

純資産額（百万円） 91,808 103,421 100,246

総資産額（百万円） 179,296 197,278 193,344

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
11.17 13.00 34.87

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 48.2 49.5 48.9

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税）は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

EDINET提出書類

日本曹達株式会社(E00766)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和策の実施の効果による円高是正や株

価の上昇等の影響により景気回復の兆しが見られました。

　化学業界におきましては、原燃料高や新興国の成長鈍化等により、海外景気の下振れが懸念され先行き不透明な状

況が続きました。

　このような状況のもと当社グループにおきましては、製品の拡販等の積極的な営業活動を推進してまいりました。

加えて為替レートが円安になっていることにより、当連結累計期間の売上高は、311億２千１百万円（前年同期比

12.6％増）となりました。

　利益に関しましては、営業利益は、18億８千２百万円（前年同期比26.7％増）となりました。経常利益は、持分法に

よる投資利益を計上したこと等により29億８千２百万円（前年同期比22.9％増）、また四半期純利益は19億７千６

百万円（前年同期比16.3％増）となりました。

　セグメントの業績は次の通りであります。

　

［化学品事業］

　硫黄誘導体等が減少したものの、樹脂添加剤「ＮＩＳＳＯ－ＰＢ」、ごみ焼却場向け重金属固定剤「ハイジオン」

及び医薬用添加剤「ＨＰＣ」等の伸長により、当累計期間の［化学品事業］の売上高は99億９千８百万円（前年同

期比12.9％増）となりました。 

［農業化学品事業］

　殺菌剤「トップジンＭ」・「パンチョ」の輸出向け、殺虫剤「モスピラン」及び新殺菌剤「ファンタジスタ」等の

伸長により、当累計期間の［農業化学品事業］の売上高は78億５千９百万円（前年同期比15.0％増）となりました。

［商社事業］

　各種無機薬品、ウレタン原料及び樹脂原料等が堅調に推移し、当累計期間の［商社事業］の売上高は82億８千６百

万円（前年同期比2.5％増）となりました。 

［運輸倉庫事業］

　保管残高の減少や荷動きの低迷等により倉庫業・運送業・作業ともに減収となり、当累計期間の［運輸倉庫事業］

の売上高は９億５千６百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

［建設事業］

　プラント建設工事の伸長により、当累計期間の［建設事業］の売上高は24億９千７百万円（前年同期比69.4％増）

となりました。

［その他］

　当累計期間の［その他］の売上高は15億２千３百万円（前年同期比7.9％増）となりました。

　　　

(2)連結財政状態の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産や投資有価証券が増加したこと等により、前連結会計年度末

に比べ39億３千３百万円増加し、1,972億７千８百万円となりました。

　負債につきましては、借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ７億５千８百万円増加し、938億５

千６百万円となりました。

　また、純資産は前連結会計年度末に比べ31億７千５百万円増加し、1,034億２千１百万円となりました。この結果、当

第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は49.5％となりました。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　なお、当社は会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

（会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

①基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、当社を

支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させ

る者でなければならないと考えております。

　一方、金融商品取引所に上場する株式会社としての当社株主の在り方は、当社株式の市場における自由な取引を通

じて決まるものであり、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合にこれに応じるべきか否かの判断も、

最終的には株主の皆様の全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

　しかしながら、株式の大規模買付行為や買付提案の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益

に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会

社の株主や取締役会が買付行為や買付提案の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示

するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が対象会社の企業価値ひいては

株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適当であるもの、対象会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠

なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さな

いものも少なくありません。

　当社は、上記の例を含め当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模な買付等を行う

者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切と考えております。

②財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

　当社は、法律を遵守し健全で透明な企業経営を行うことを基本に、「化学」を通じ優れた製品を提供することによ

り社会の発展に貢献するとともに、株主の皆様をはじめ顧客、取引先、社員及び関係会社等のステークホルダーから

の期待と信頼に応え、また、環境に配慮した事業活動を行うことを経営理念とし、独自の特色ある技術を活用するこ

とにより高付加価値製品の開発を進め、グローバルな視野で事業を展開する技術指向型の化学企業を目指しており

ます。

　この経営の方針を踏まえ、厳しい事業環境のもとでも安定的な利益を確保できる事業構造・体制を目指し、農業化

学品、機能化学品等の分野において新規製品の開発を推進し企業化を図るとともに、生産効率のさらなる追求や利

益管理の徹底により既存事業の競争力強化を進める一方、スリムで効率的な組織への改革や人的パワーの活性化を

促進する等、経営基盤の強化を図っているほか、生産・財務・購買を中心にグループ各社と連携を深め、グループ全

体として経営資源の効率化や利益の最大化に取組んでおります。さらに、環境保全への取組み、経営情報のディスク

ロージャー、法令倫理面の社内体制強化等も推し進め、社会からの信頼性向上を図ってまいります。

　当社は、これらの取組みとともに株主の皆様をはじめ顧客、取引先、社員及び関係会社等のステークホルダーとの

信頼関係をより強固なものにし、企業価値の中長期安定的な向上を目指して努力しております。

③基本方針に照らして不適切な者によって財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

　中長期的な企業価値の向上を目指す当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富な経験、並びに顧客、取引先、

社員及び関係会社等のステークホルダーとの間に築かれた関係等への十分な理解が不可欠であります。特に、農業

化学品や機能化学品において高付加価値製品の開発を推進するためには、中長期的観点から経営資源を継続的、重

点的に投入する必要があり、また、この開発を支える「当社独自の特色ある技術」を今後とも確保し継承するには、

国内外の取引先をはじめ社員及び関係会社等と安定的かつ強固な信頼関係を維持することが不可欠であります。こ

れらの当社の事業特性に関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を適正に

判断することはできません。

　突然大規模買付行為や買付提案がなされたときに、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうか

を株主の皆様が短期間のうちに適切に判断するためには、大規模買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分

な情報が提供される必要があります。株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案を検

討することが可能となり、最終的な応否を適切に決定する機会を与えられることとなります。

　これらを考慮し、当社取締役会は、当社株式に対して大規模買付等が行われた場合に、株主の皆様が適切な判断を

するために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが企

業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、大規模買付時における情報提供等に関する一定のルールを設定

し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付等がなされた場合の対応方針を含め

た、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」を導入しております。
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［当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の概要］

　本対応策では、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の大規模買付行為

を対象といたします。

　大規模買付行為に賛同するか否かは、最終的には株主の皆様の自由な意思に依拠するべきものであると考えます

が、その判断の前提として、当該買付行為に関する必要かつ十分な情報提供と判断のための十分な考慮期間の確保

が必要と考えており、そのため、大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます）を設定

いたしました。

　大規模買付ルールにおきましては、①株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ

十分な情報（以下「本必要情報」といいます）を提供すること及び②本必要情報の提供完了後、最長60日間（対価

を現金のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）または最長90日間（その他の大規模買付行為の場

合）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」とい

います）として設定いたします。

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合、または当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、新株予約権の無償割当等の対抗措置を講じる

ことがあります。

　当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合において、対抗措置を発動すべきと判断した場

合には、株主の皆様に対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間（以下「株主検討期間」

といいます）として最長60日間の期間を設定したうえで、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催し、必ず株主

の皆様のご意思を確認することといたします。当社取締役会は、対抗措置を発動することの可否について、当該株主

総会の決議に従うものといたします。

　大規模買付行為は、取締役会評価期間と株主検討期間の経過後にのみ開始できるものといたします。

　この、「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」の詳細につきましては、平成24年５月18日付当社

プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。（当

社ウェブサイト　http://www.nippon-soda.co.jp/）

④上記取組みの合理性等の確保について

　本対応策は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組みであり、当社役員の地位維持を目的としたものではなく、且つ当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を損なうものでもないと考えております。

　また、本対応策は、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを

株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の

皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確

保し、向上させるという目的をもっております。

　さらに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合において、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を著しく損なうおそれがあることを理由として対抗措置を発動する場合には、必ず株主総会に

おいて対抗措置発動の可否について決議をとることとしており、株主の皆様のご意思を反映し当社取締役会の恣意

的な判断による対抗措置の発動を防止する仕組みが確保できております。

　なお、本対応策における対抗措置を発動するか否かの判断に際しては、本対抗措置を適正に運用し、当社取締役会

によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するために、当社の業務執行

を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとさ

れており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本対応策の透明な運用を担保するための手続き

も確保されております。

　

(4)研究開発活動　

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、13億７千９百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 480,000,000

計 480,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 154,317,630 154,317,630
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 154,317,630 154,317,630 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　 該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　 該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　 該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増減
額（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 154,317,630 － 29,166 － 23,084

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

①【発行済株式】　

 平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式    2,212,000

　
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  151,168,000 151,168 －

単元未満株式 普通株式      937,630 － －

発行済株式総数            154,317,630 － －

総株主の議決権 － 151,168 －

　　

②【自己株式等】

 平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本曹達株式会社　
東京都千代田区大手町

２－２－１　
2,212,000 － 2,212,000 1.43

計 － 2,212,000  － 2,212,000 1.43

　

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,368 14,383

受取手形及び売掛金 40,768 40,764

たな卸資産 24,399 27,373

繰延税金資産 1,766 1,473

その他 3,264 3,201

貸倒引当金 △69 △70

流動資産合計 84,498 87,125

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 16,562 16,363

機械装置及び運搬具（純額） 17,308 16,960

工具、器具及び備品（純額） 1,696 1,683

土地 15,300 15,388

リース資産（純額） 489 470

建設仮勘定 1,367 2,116

有形固定資産合計 52,725 52,983

無形固定資産

のれん 1,642 1,583

その他 1,632 1,559

無形固定資産合計 3,274 3,143

投資その他の資産

投資有価証券 41,051 42,140

前払年金費用 6,958 7,011

繰延税金資産 2,709 2,689

その他 2,205 2,260

貸倒引当金 △79 △76

投資その他の資産合計 52,845 54,025

固定資産合計 108,845 110,152

資産合計 193,344 197,278
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 22,961 21,805

短期借入金 32,110 35,903

未払法人税等 521 432

賞与引当金 2,880 2,520

その他 7,293 7,143

流動負債合計 65,767 67,806

固定負債

長期借入金 17,721 16,338

繰延税金負債 2,808 3,144

退職給付引当金 2,734 2,705

その他 4,066 3,861

固定負債合計 27,330 26,050

負債合計 93,098 93,856

純資産の部

株主資本

資本金 29,166 29,166

資本剰余金 26,094 26,094

利益剰余金 39,253 40,318

自己株式 △595 △596

株主資本合計 93,919 94,982

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,737 2,154

繰延ヘッジ損益 △32 △42

為替換算調整勘定 △926 782

年金債務調整額 △216 △227

その他の包括利益累計額合計 562 2,667

少数株主持分 5,763 5,771

純資産合計 100,246 103,421

負債純資産合計 193,344 197,278
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 27,649 31,121

売上原価 20,011 22,750

売上総利益 7,637 8,371

販売費及び一般管理費 6,152 6,489

営業利益 1,485 1,882

営業外収益

受取利息 15 3

受取配当金 164 165

持分法による投資利益 1,059 657

その他 354 497

営業外収益合計 1,594 1,324

営業外費用

支払利息 153 148

為替差損 305 －

その他 194 75

営業外費用合計 653 223

経常利益 2,426 2,982

特別損失

固定資産廃棄損 6 12

ゴルフ会員権評価損 9 －

特別損失合計 16 12

税金等調整前四半期純利益 2,410 2,970

法人税、住民税及び事業税 264 565

法人税等調整額 414 411

法人税等合計 678 976

少数株主損益調整前四半期純利益 1,731 1,993

少数株主利益 32 16

四半期純利益 1,699 1,976
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,731 1,993

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △437 432

繰延ヘッジ損益 3 △0

為替換算調整勘定 17 214

持分法適用会社に対する持分相当額 △221 1,491

その他の包括利益合計 △637 2,137

四半期包括利益 1,093 4,130

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,117 4,081

少数株主に係る四半期包括利益 △23 49
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成25年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

Novus International,Inc.2,937百万円 Novus International,Inc.4,285百万円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

減価償却費 1,409百万円 1,540百万円

のれんの償却額 85 58

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 912 6 平成24年３月31日平成24年６月29日 利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 912 6 平成25年３月31日平成25年６月28日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上
額

（注）３

化学品
事業

農業
化学品
事業

商社
事業

運輸倉庫
事業

建設
事業

計

売上高 　  　  　   　 　  

外部顧客への売

上高
8,8576,8318,0829911,47426,2371,41127,649－ 27,649

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

3,524 21 1,158380 5145,5996976,296△6,296 －

計 12,3816,8539,2401,3721,98831,8362,10933,946△6,29627,649

セグメント利益

又は損失（△）
1,259△173 35 116 △37 1,200 69 1,270215 1,485

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、非鉄金属事業及び環境開発事

業等を含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

　　　３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：百万円）

 

報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連
結損益計
算書計上
額

（注）３

化学品
事業

農業
化学品
事業

商社
事業

運輸倉庫
事業

建設
事業

計

売上高   　  　   　 　  

外部顧客への売

上高
9,9987,8598,2869562,49729,5981,52331,121－ 31,121

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

3,754 8 1,167373 3555,6597656,424△6,424 －

計 13,7537,8689,4531,3292,85235,2582,28837,546△6,42431,121

セグメント利益 1,166144 31 84 1231,5501021,653228 1,882

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、非鉄金属事業及び環境開発事

業等を含んでおります。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

　　　３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 11円17銭 13円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 1,699 1,976

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 1,699 1,976

普通株式の期中平均株式数（千株） 152,109 152,104

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月14日

日本曹達株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 古杉　裕亮　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中條　恵美　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 吉岡　昌樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本曹達株式会社
の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成
25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本曹達株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途　　　

　　　　   保管しております。

　      ２.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

 　

EDINET提出書類

日本曹達株式会社(E00766)

四半期報告書

17/17


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
	四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

